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　ここ最近の社労士試験の出題傾向には、以下のような特徴が見受けられます。

【選択式】
　年度により難易度に変動はあるが、「覚えた事柄から単純・反射的に選ぶ性
質の問題」から「知識をフル活用して推測しつつ、選択語群の語句を消去法で
絞り込まないと正解を選べない高度な問題」まで出題内容が多岐にわたってい
る。
　単にテキスト中の語句や数字等を記憶しているだけでは、すべての科目にお
いて足切基準点（３点）をクリアするための得点ができるとは言えない。

【択一式】
・第50回試験の内容を見る限り、いわゆる「組合せ問題」と「正解の個数問
題」は出題形式として定着したといえる。出題数は「組合せ問題」が10題、
「正解の個数問題」が７題となっており、合計すると全体の約１/４を占める
までになっている。

　　第50回試験の「正解の個数問題」については、十分対応可能な出題レベル
ではあったものの、「正解の個数問題」はすべての択一肢の正誤判断ができ
ないと正解（70点満点の１点）とならないので、１問にかける時間が長くな
る割に得点に寄与する程度が低く非常に負荷が高い。そのため、本試験対策
として普段から「正解の個数問題」に慣れておく必要性があることはいうま
でもないが、問題を解く際の優先順位（「正解の個数問題」を解くのは後回
しにするなど。）を常に考慮しておく必要があるだろう。

　　とはいえ第50回試験では出題全体の１割が「正解の個数問題」となってお
り、合格するためにはその存在を無視することはできなくなってきた。

・第49回試験から、労働基準法で労働時間等の具体的な問題が散見されるよう
になってきた。「実務と直結した内容の出題を。」という意図を感じさせる。
他方、第48回試験まで目立っていた国民年金法における事例問題は影を潜め
るようになった。

　　今後もこの状態が続くと仮定すると、択一式については、「出題内容を基
本レベル＋αとし、出題形式で負荷をかける。」という図式が見てとれる。

　　受験生は素早く確実に出題の意図を読み取り判断していく能力が求められ
るので、基本事項の反復を徹底し、早い時期にそのレベルでの対策を仕上げ
ておき、時間的に余裕をもって応用問題や統計等の細かい知識の対応に時間
を割けるようにしておきたい。

　今回の改訂では、各章（節）の扉において、各章（節）の項目の本試験の出
題頻度や重要度が一覧できるマークを追加しました。全体を通して学習した後
に問題演習とリンクさせて学習のメリハリをつける目安として活用できるもの
です。また、「法改正ポイント講義」をよりシンプルに見やすいレイアウトに
変更して、改正の主だった内容を把握しやすくしました。

　本書を利用したみなさんが、社労士試験に合格されることを、ＴＡＣ社会保
険労務士講座一同、願ってやみません。

平成31年２月吉日
TAC社会保険労務士講座

は　じ　め　に
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法改正法改正ポイント
講義

ここでは、平成31年度の社労士本試験に関連するおもな法改正内容を
紹介していきます。詳細は、テキスト本文でじっくり学習しましょう。

1 簡易企業型年金の創設
 【平成30年５月１日施行】

　事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業（従業員100人以下）を
対象に、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制

度運営についても負担の少ないものにする等、中小企業向けに設計された簡易

企業型年金が創設されました。

第７章 　 で詳しく学びます。2

確定拠出年金法の改正

（企業型年金と簡易企業型年金の比較）

企業型年金 簡易企業型年金

事業主の条件 厚生年金適用事業所の事業主

厚生年金適用事業所の事業主
であって使用する第１号等厚
生年金被保険者が 100人以
下

加入者の範囲
第１号等厚生年金被保険者
（一定の資格を定めることがで
きる）

第１号等厚生年金被保険者
（一定の資格を定めることはで
きない）

商品提供数 ３本以上35本以下 ２本以上35本以下

（厚生労働省資料）

iv
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2 中小事業主掛金制度の創設 
 【平成30年５月１日施行】

3 ポータビリティーの拡充 
 【平成30年５月１日施行】

　企業年金を実施していない中小企業（従業員100人以下）に限り、従業員
の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるように、個人型年金に加入

する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出できる制度が創設されまし

た。なお、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額は、拠

出限度額（年額276,000円）を超えてはならないとされています。

第７章 　 で詳しく学びます。6

第７章 　 で詳しく学びます。3

　確定拠出年金の個人別管理資
産を確定給付企業年金へ移換す
ることができるようになりました。

　確定拠出年金の個人別管理資
産を確定給付企業年金へ移換す
ることはできませんでした。

改正前 改正後

従業員
（個人型年金加入者）

事業主
（従業員100人以下）

国民年金基金連合会

加入者掛金 事業主掛金

事業主を
介して納付

加入者掛金に追加して、
事業主が掛金拠出

v
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　本書は本試験で確実合格できるだけの得点力を養うことに重点を置き、試験対策
において必要とされる知識を整理、体系化して理解することができるよう構成して
います。本書の効果的な活用法については、以下の流れを参考にしてください。

本書の構成と活用法

▶本書の構成

32

労働基準法違反の契約 （法13条）

　労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、そ
の部分については無効とする。この場合において、無効となった部分
は、労働基準法で定める基準による。

1. 趣旨
法第13条は、最低労働条件の確保を目的とする労働保護法規としての本法の性質上、
本法を強行法規とし、労働契約中本法の基準に達しない労働条件を定める部分を無効と
し（強行的効力）、さらに無効となった部分を本法所定の基準で補充すること（直律的効
力）を定めたものである。

2. 「労働条件」とは
法第13条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補
償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇を
いう。

3. その部分については無効とする
労働基準法に違反する労働契約中法定基準に達しない労働条件を定めている部分のみ
を無効としたものである。したがって、その無効とされる部分が労働契約の主たる内容
であり、その部分が無効とされることによって労働契約を存続させる意義がなくなるよ
うな場合であっても、民法の一般原則と異なり、法定基準に達しない部分のみを無効と
し、残りの部分はこれを有効とする趣旨である。

（採用内定と労働契約の成立）
社員募集に応募した学生に対し採用内定通知をした場合、その者の誓約書の提出
と相まって、誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が
成立したものと認める。 （最二小昭和54.7.20大日本印刷事件）

（採用内定の取消し）
採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待で
きないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが社会通念
上相当として是認できるものに限られる。 （同上）

（試行雇用契約と試用期間）
使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合に

1 労働契約の締結

1
★★★

H19-選C H25-6A H27-3A 例題１

必修

必修

H21-2A

判例

①まず条文を読む
　まず囲み部分を確認しましょう。重要度
は★の数で表してあります。
　赤シートで消える文字は過去の本試験
で論点となったキーワードや、これから出
題が予想される語句です。それ以外の重
要な語句は黒太字にしています。

②詳細を確認する
　知識を拡げ、理解を掘り下げていきま
す。条文に関連する補足解説や、語句説
明、仕組みの解説などを詳しくまとめて
います。アイコン表示や図を多用するこ
とで、読み進めやすくする工夫もしてい
ます。
見出しの位置付けは以下の通りです。
・Point 
本試験頻出事項等の試験対策の重要論点
・判例
関連する最高裁判例等
・参考
参考的な内容となる通達等

　例題がある内容のリンクです。
該当箇所を読んだあとに確認する
ようにしましょう。

　巻末に掲載している資料編に記
載のある内容のリンクです。
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③例題を解く
　例題は過去の本試験問題から出題パ
ターンを知るのに最適な問題をピックア
ップしています。インプット段階から問
題を解くことを常に意識することで、本
試験の出題パターンを把握することが
でき、確かな得点力を養うことができま
す。

・下線
問題の論点には下線を引いてあります。
下線の引かれている箇所に注意しなが
らテキストを読み込むことで、日頃から
問題文を「正しく」読む習慣をつけるこ
とができます。

・Advice
講師の視点で解答テクニック等を記載
しました。得点力アップにつながるコメ
ントですので、目を通しておくようにし
ましょう。

　本文とは別に、類似事項を対比して
まとめた表なども充実させてあります
ので、知識の整理に活用してください。

【各種アイコン】
　　　　　　  本試験合格のために必ず押

さえておきたい内容です。

　　　　　　 直近の改正点です。

　　　　　　  過去10年分の本試験出題
実績を明記しています。

必修

改正

H27-2D

法改正法改正ポイント
講義

ここでは、平成31年度の社労士本試験に関連するおもな法改正内容を
紹介していきます。詳細は、テキスト本文でじっくり学習しましょう。

1 簡易企業型年金の創設
 【平成30年５月１日施行】

　事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業（従業員100人以下）を
対象に、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制

度運営についても負担の少ないものにする等、中小企業向けに設計された簡易

確定拠出年金法の改正

　巻頭には、平成31年度の社労士本試験
に関係するおもな法改正内容をコンパクト
にまとめてあります。
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【巻末資料編について】
　試験に合格するためには、細かい論点の学習も大切
ですが、まず基本事項を確実に押さえ、それを使いこ
なせるようになることが最も重要となります。
　本書では、日々の学習から基本事項を主軸においた、
メリハリある学習ができるように、発展的な内容は巻
末の資料編に「発展」や「書式」として掲載しました。
掲載内容は、過去の本試験での出題実績こそ少ないも
のの、出題可能性があるものです。よりハイレベルな
実力をつけたいという方はぜひ活用してください。

7第 章

確定拠出年金法

　　  総則　

　　  企業型年金　

　　  個人型年金　

　　  運用　

　　  給付　

　　  個人別管理資産の移換等　

1 必修

2 注 目

3 がつく！差差

4 注 目

5 がつく！差差

6 注 目

◎ 各章（節）の内容と学習優先度を押さえておく
　各章の冒頭に、その章（節）の項目と学習
優先度を表すアイコンを掲載してあります。

　　　　：　　　　　　　　
 頻出度：高　複雑度：低
　合格するためには、当然にマスターし得点
しなければならない項目です。これらの項目
を苦手としている場合、テキストの「ボック
ス」や「必修アイコン」で取り上げている内
容を曖昧に記憶している可能性があります。
まず、「きちんと基本事項を覚える」ことか
ら対策を始めましょう。

　　　　 ：　　　　　　　　
 頻出度：高　複雑度：高
　この項目から出題される内容の攻略が本試
験の合否にもっとも影響するといえます。
　これらの項目を苦手としている場合、テキ
スト記載事項を表面的に記憶している段階で
学習が停滞している可能性があります。学習
するうえでキーワードとなる語句にはどのよ
うな「意味」「使い方」があるのか？　とい
った点に着目し、『単なる記憶』から『ブレ
ない知識』へと転換を図っていきましょう。

　　　　：頻出度：低　複雑度：高
　受験対策上、出題実績があまりない項目の
学習優先度は、基本的に低くなりますが、中
には、法改正直後または改正から２～３年し
か経過しておらず今後の出題可能性大として
注目される項目や、体系的な理解のために不
可欠な項目もあります。　　　　や　　　　
の付いている項目とバランスを取りながら学
習を進めていくようにしてください。

必修 本試験頻出項目

がつく！差差 本試験頻出項目

注 目

必修 がつく！差差

第７章　確定拠出年金法 ／ 203
1 　総則　 ……………………………………………………………………  204
⒈　目的 ……………………………………………………………… 204
⒉　定義 ……………………………………………………………… 205
⒊　確定拠出年金運営管理業務 …………………………………… 207
⒋　税制上の措置 …………………………………………………… 208

2 　企業型年金　 ……………………………………………………………  209
⒈　企業型年金 ……………………………………………………… 209
⒉　企業型年金加入者等 …………………………………………… 213
⒊　事業主掛金 ……………………………………………………… 216
⒋　企業型年金加入者掛金 ………………………………………… 218
⒌　企業型年金加入者掛金の源泉控除 …………………………… 218

3 　個人型年金　 ……………………………………………………………  219
⒈　個人型年金の開始 ……………………………………………… 219
⒉　個人型年金加入者等 …………………………………………… 221
⒊　掛金 ……………………………………………………………… 223

4 　運用　 ……………………………………………………………………  226
⒈　運用の方法の選定及び提示 …………………………………… 226
⒉　運用の指図 ……………………………………………………… 227

必修

注 目

がつく！差差

注 目

目次にも学習優先度アイコンを掲載してあります。

○この項目の紙面は説明用に作成したもので、実際の紙面とは異なります。
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　「よくわかる社労士」シリーズは、社労士試験の完全合格を実現するための、実践
的シリーズです。過去10年分の本試験傾向をもれなくつかめる『合格するための過
去10年本試験問題集』と、条文ベースの本文で確実に理解することができる『合格
テキスト』を中心としたシリーズ構成です。

　常に本書の内容と本試験問題の内容を引き合わせながら使用すると、学習効果が
倍増します。
・この問題文の論点は何か？
・この問題文の正誤を判断するために必要な要素は何か？
・この問題文の空欄には選択語群のうち、どうしてその語句等が適当とされるのか？
を考えながら、本書を精読することで皆さんの受験勉強が「単に記憶する作業」か
ら「問題文を比較考量して正解を選んでいく行動」へ変化していきます。
　本書を最大限に活用して、「確実に合格ラインをこえる解答能力をつけて合格す
る」という能動的な学習スタイルを身につけてください。

　ここで、TAC社労士講座の上級本科受講生のテキスト活用例を紹介します。先ほ
どの「『合格テキスト』の効果的な活用法」でも述べた、過去問題集と併せて合格テ
キストを使用していくというスタイルの参考にしてください。

よくわかる社労士シリーズの活用法

▶学習の流れ
過去 10年分の傾向を
くまなくチェック！

テキストで知識
定着！理解！

本試験形式の予想
模試で総仕上げ！

全４冊 科目別・全 11冊

繰り返し

『合格するための過去
10年本試験問題集』

『合格テキスト』 『本試験をあてる TAC
直前予想社労士』

▶『合格テキスト』の効果的な活用法

▶『合格テキスト』の活用例

過去問の論点を一言で簡潔にメモ。
テキストの記載内容を自分の知識と
して落とし込んでいくには、この方
法がとても効果的です。
この書き込みを見れば問題文がなん
となく思い浮かぶようになると、解
答力が格段にアップします。
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　過去10年間の出題項目は、次のようになっています。

項目 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

社会保険労務士法 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★☆ ☆ ☆ ☆
国民健康保険法 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★☆ ★ ☆
船員保険法 ☆ ☆ ☆
高齢者医療確保法 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★☆ ☆ ☆ ☆
介護保険法 ☆ ☆ ★☆ ☆ ☆ ★☆ ☆ ★ ★☆
児童手当法 ★ ☆ ★ ★ ★ ★☆
確定拠出年金法 ☆ ★ ☆ ☆ ☆
確定給付企業年金法 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★
社会保険審査官及び社会保険審査会法 ☆ ☆ ☆ ☆
女性と年金に関する複合問題 ☆
年金制度 ☆
社会保険の沿革 ☆ ☆ ★ ☆
社会保険の横断問題 ☆
介護保険法の改正、社会保障協定、年金記
録の回復基準の設定（平成24年版厚生労働白書） ★

児童手当制度、地域包括ケアシス
テム、協会けんぽの財政基盤の強
化・安定化（平成25年度版厚生労働白書）

★

社会保険と税の一体改革、日本の高
齢化率、社会保障制度改革、財政検
証、保険料軽減（平成26年厚生労働白書）

☆

社会保障関連統計 ☆ ☆
後期高齢者支援金、介護保険の評
価、マクロ経済スライド、年金定
期便　等（平成27年厚生労働白書）

☆

社会保障協定 ☆
国民負担率、確定拠出年金法改正、
年金積立年、マクロ経済スライド
等（平成29年版厚生労働白書）

☆

★選択式　☆択一式※１　労一の選択式として出題
※２　労一の択一式として出題

本試験の傾向

社会保険に関する一般常識

▶過去の出題項目

※２ ※２ ※２ ※２
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1第 章

社会保険労務士法

　　  総則　

　　  登録等　

　　  社会保険労務士の権利及び義務
　　

　　  監督　

　　  社会保険労務士法人　

　　  社会保険労務士会及び　　　　　
全国社会保険労務士会連合会

　　  罰則

1 がつく！差差

2 必修

3
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4 必修

5 がつく！差差
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目的等 （法１条） 

社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適
正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与す
るとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを
目的とする。

・沿革
社会保険労務士法は、昭和43年に議員立法によって成立した法律である。

社会保険労務士の職責 （法１条の２）

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に
精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

・名称の使用制限
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはなら
ない。 （法26条１項）

社会保険労務士の業務 

社会保険労務士の業務の原則 （法２条１項、法２条の２）

Ⅰ　社会保険労務士は、次のⅰからⅷに掲げる事務を行うことを業とす
る。
ⅰ　別表第１に掲げる労働及び社会保険に関する法令（以下「労働社

1 総則

1
★★★

H27-選A

2
★★★

3

1
★★★
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第１章　社会保険労務士法

　会保険諸法令」という。）に基づいて申請書等〔行政機関等に提出
する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の
書類（その作成に代えて電磁的記録〈電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。〉
を作成する場合における当該電磁的記録を含む。）をいう。以下同
じ。〕を作成すること。

ⅱ　申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。

ⅲ　労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審
査請求その他の事項（厚生労働省令で定めるものに限る。以下ⅲに
おいて「申請等」という。）について、又は当該申請等に係る行政
機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張
若しくは陳述（厚生労働省令で定めるものを除く。）について、代
理すること（第25条の２第１項において「事務代理」という。）。

  　　　
ⅳ　個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第６条第１項の紛争
調整委員会における同法第５条第１項のあっせんの手続並びに障害
者の雇用の促進等に関する法律第74条の７第１項、雇用の分野に
おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第１
項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律第52条の５第１項及び短時間労働者の雇用管理の改善等
に関する法律第25条第１項の調停の手続について、紛争の当事者を
代理すること。

ⅴ　地方自治法第180条の２の規定に基づく都道府県知事の委任を受
けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争〔個別労働関係紛
争の解決の促進に関する法律第１条に規定する個別労働関係紛争
（労働関係調整法第６条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政
執行法人の労働関係に関する法律第26条第１項に規定する紛争並び
に労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。）を
いう。以下単に「個別労働関係紛争」という。〕に関するあっせん
の手続について、紛争の当事者を代理すること。

例題１ 例題２

例題３
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ⅵ　個別労働関係紛争（紛争の目的の価額が120万円を超える場合
には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。）に関
する民間紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する
法律第２条第１号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条
において同じ。）であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続
の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として
厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を
代理すること。
ⅶ　労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類（その作成に代えて電磁的
記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除
く。）を作成すること。
ⅷ　事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保
険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は
指導すること。

Ⅱ　社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事
項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、
裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出
頭し、陳述をすることができる。

Ⅲ　Ⅱの陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただ
し、当事者又は訴訟代理人がⅡの陳述を直ちに取り消し、又は更正し
たときは、この限りでない。

1. 業務の種類
上記Ⅰのⅰからⅵを１号業務、ⅶを２号業務、ⅷを３号業務といい、１号業務のうち、
ⅳからⅵを紛争解決手続代理業務という。

H27-労3ア

H27-労3イ

H29-労3A

必修
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第１章　社会保険労務士法

2. 個別労働関係紛争のあっせん代理等
上記ⅳからⅵの個別労働関係紛争のあっせん代理等は、個別労働関係紛争解決促進法
に基づいて各都道府県労働局に設置された紛争調整委員会において、個別労働関係紛争
についてあっせんを受ける当事者の代理行為（補佐行為を含む）を行うことである。

3.  個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上
限額の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続にお
いて、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の
価額の上限が、120万円（従来は60万円）に引き上げられた（平成27年４月１日施行）。

4. 補佐人制度の創設
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保
険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁
護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる（平成27年４月１日施行）。

（団体交渉の代理）
争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は

業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができ
る。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法
第２条第２項の業務［紛争解決手続代理業務］には含まれず、社会保険労務士の業
務としては行うことができない。 （平成18.3.1基発0301002号）

（特定商取引に関する法律の適用除外）
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、法第２条の２及び第25条の９の２に

規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供について
は、特定商取引に関する法律が定める規制は適用除外となる。
 （平成27.3.30基発0330第３号）

社会保険労務士の業務

１号業務

２号業務

３号業務

申請書等の作成の事務
提出代行事務
事務代理
個別労働関係紛争のあっせん代理等

帳簿書類の作成

労務管理その他の労働及び社会保険に関する
事項の相談、指導の事務

労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項について、
裁判所において補佐人として出頭し陳述すること

参考

H27-労3オ
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H23-10B例題１

　社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提
出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の
事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この
中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責
任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する
主張又は陳述を行い得るものは含まれない。

解答　○
　法２条１項１号の２、昭和61.10.1庁保発40号。設問の通り正しい。設問後段の内容は
「事務代理」の範囲である。「提出代行」が、申請書等の提出手続に関して行政機関等に
事実上の説明補正等を行い得るにとどまるのに対し、「事務代理」は、委任の範囲内で内
容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申
請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものである。

やや細かい問題であるが、本問を通して１号業務である「提出代行」と
「事務代理」の違いを押さえておくこと。

H26-6E例題２

　社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会
保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者（以下「事業主等」という。）が
行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってする
ことであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、
又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開
業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士
の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略
することができる。

解答　×
　則16条２項、昭和53.8.8庁文発2084号、発労徴56号。提出代行者である開業社会保険労
務士が提出する書類においても、事業主等の記名押印を省略することはできない。

　補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述
をすることができるのは、特定社会保険労務士に限られない。

Point

H28-労3A
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第１章　社会保険労務士法

Ｈ23-10Ｃ例題３

　社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又
は再審査請求に係る事務代理を行う場合、社会保険労務士に対して代理権限を与
えた本人が記名押印又は署名をした申請書等に事務代理者と表示し、かつ、当該
事務代理に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しておけば、社会保険労
務士に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することがで
きる。

解答　×
　社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令２条３項、平成11.6.30庁保発16号、労徴
発61号。社会保険労務士は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又
は再審査請求を代理して行う場合は、審査請求書又は再審査請求書に記名押印し、委任
状を添付しなければならないとされている。

社会保険労務士の業務に含まれない業務 （法２条４項）

第２条第１項各号（   Ⅰⅰからⅷ）に掲げる事務には、その事務を
行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸
法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれら
の給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

・具体例
例えば、弁護士法第72条の規定により、労働及び社会保険に関する事務であっても、
社会保険労務士は、具体的な法律事件について、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他
の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋にあたることを業としてすることはできない。

業務の制限 （法27条）

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに
応じ報酬を得て、第２条第１項第１号から第２号まで（   Ⅰⅰからⅶ）
に掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の

2
★★

  1

3
★★

  1
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定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限り
でない。

（業務の制限の解除）
法第27条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
⑴　公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法第２条第２項に規定する
業務（他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査
若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずること）
⑵　税理士又は税理士法人が行う税理士法第２条第１項に規定する業務（他人の
求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成及び税務相談を行うこ
と） （令２条）

（罰則）
他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合を除

き、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の１・２号業務を業として行っ
た社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、１年以下の懲役又は100万
円以下の罰金に処せられる。 （法32条の2,1項６号）

H26-6D例題４

　社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を
得て、社会保険労務士法第２条第１項第１号から第２号までに掲げる事務を業と
して行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で
定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務と
して行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。

解答　×
　法27条、令２条。紛争解決手続代理業務は、政令で定める業務（税理士等が行う業務）
に付随して行うことができる事務には含まれない。

例題４

参考

　１号業務及び２号業務については、他の法律に別段の定めがある場合
及び政令で定める業務に付随して行う場合を除き、社会保険労務士又は
社会保険労務士法人でない者は、業として行うことができない。

Point
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第１章　社会保険労務士法

紛争解決手続代理業務 （法２条２項、３項）

Ⅰ　第２条第１項第１号の４から第１号の６まで（   Ⅰⅳからⅵ）に
掲げる業務（以下「紛争解決手続代理業務」という。）は、紛争解決
手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の３第１項の規定に
よる付記を受けた社会保険労務士（以下「特定社会保険労務士」とい
う。）に限り、行うことができる。

Ⅱ　紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
ⅰ　第２条第１項第１号の４（   Ⅰⅳ）のあっせんの手続及び調停
の手続、同項第１号の５（   Ⅰⅴ）のあっせんの手続並びに同項
第１号の６（   Ⅰⅵ）の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間
紛争解決手続（以下Ⅱにおいて「紛争解決手続」という。）につい
て相談に応ずること。
ⅱ　紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
ⅲ　紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約
を締結すること。

・裁判外紛争解決手続
平成17年の改正により、特定社会保険労務士は一定の裁判外紛争解決手続において上

記の紛争解決手続代理業務を行うことができることとされた。裁判外紛争解決手続とは、
訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第
三者が関与して、その解決を図る手続をいい、ADR（Alternative Dispute Resolution）
と呼ばれている。〈発展１参照〉

H23-10A例題５

　具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針
を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、
紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労
務士も行うことができる。

解答　×
　法２条３項１号、平成19.3.26基発0326009号、庁文発0326011号。設問の業務は、紛争
解決手続代理業務に含まれるため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は行うこ
とができない。

4
★★★
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  1

例題５
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資格等 

資格 （法３条）

Ⅰ　次のⅰⅱの一に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する
厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して２年以上になる
もの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの
は、社会保険労務士となる資格を有する。
ⅰ　社会保険労務士試験に合格した者
ⅱ　第11条［試験科目の一部の免除］の規定による社会保険労務士試
験の免除科目が第９条［社会保険労務士試験］に掲げる試験科目の
全部に及ぶ者

Ⅱ　弁護士となる資格を有する者は、Ⅰの規定にかかわらず、社会保険
労務士となる資格を有する。

（社会保険労務士の資格）
上記Ⅰの厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
⑴　国又は地方公共団体の公務員として従事する労働社会保険諸法令の施行事務
⑵　労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人及び日本年金機構の役員
（非常勤の者を除く）又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事
務
⑶　旧港湾労働法第44条第３項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に
関する法律第33条第３項の労働保険事務組合、船員保険法第145条第１項の指
定を受けた団体又は国民年金法第109条第２項の国民年金事務組合の役員（非
常勤の者を除く）又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務
⑷　国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人
（法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という）
若しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する
事務（特別な判断を要しない単純な事務を除く）
⑸　労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務
⑹　法人等の労務を担当する役員として従事する業務
⑺　社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保
険諸法令に関する事務 （則１条の11）

4

1
★★

参考

����������	
������� ��
�
���������������



総
則

11

第１章　社会保険労務士法

欠格事由 （法５条）

次のⅰからⅸのいずれかに該当する者は、第３条［資格］の規定にか
かわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
ⅰ　未成年者
ⅱ　成年被後見人又は被保佐人
ⅲ　破産者で復権を得ないもの
ⅳ　懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処
分を受けた日から３年を経過しないもの

ⅴ　社会保険労務士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上
の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から３年を経過しないもの

ⅵ　ⅴに掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ
た者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から３年を経過しないもの

ⅶ　第14条の９第１項の規定により登録の取消しの処分を受けた者
で、その処分を受けた日から３年を経過しないもの
ⅷ　公務員〔独立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政執行法
人（以下「行政執行法人」という。）又は地方独立行政法人法第２
条第２項に規定する特定地方独立行政法人（以下「特定地方独立行
政法人」という。）の役員又は職員を含む。〕で懲戒免職の処分を受
け、その処分を受けた日から３年を経過しない者

ⅸ　懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹
消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁
止された者で、これらの処分を受けた日から３年を経過しないもの
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